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【記載例２－２】先の増改築等をした部分に係る住宅借入金等と後の増改築等をした部分に係る住

宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき 

 

 

① 居住開始年月日              平成 16年 1月 15日 

  増改築等の費用の額／うち居住用      7,000,000円／7,000,000円 

  住宅借入金等に関する事項 

   年末残高(当初借入金額)         4,200,000円(6,000,000円) 

   

② 居住開始年月日              平成 23年 11月 20日 

  増改築等の費用の額／うち居住用      5,000,000円／5,000,000円 

  交付を受ける補助金等の額 700,000円 

うち、平成 23年 11月 25日 省エネ改修○○助成金   520,000円 

   平成 23年 12月 10日 居宅介護住宅改修費  180,000円 

  住宅借入金等に関する事項          

年末残高(当初借入金額)         4,900,000円(5,000,000円) 

※ 共有者なし 

 

 

設 例 
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省エネ改修○○助成金 520,000 23 11 25  

700,000 

5,000,000 

4,300,000 

居宅介護住宅改修費 23 12 10 180,000 
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〔控除額計算明細書一面〕 

 

 

 
(注)１ 「７(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「番号」欄には、先の増改築等をした家屋に係

る住宅借入金等特別控除の適用「１」と後の増改築等をした部分に係る住宅借入金等特別控除の適

用「１」を記載する。 

２ 申告書第二表の「特例適用条文等」欄には、先の増改築等をした家屋に係る「居住開始年月日」(例：

平成 16年１月 15日居住開始)と後の増改築等をした部分に係る「居住開始年月日」(例：平成 23年

11月 20日居住開始)のいずれも記載する。 

 

１６  １ １５ 

７００００００ 

７００００００ 

７００００００ 

４２０００００ 

４２０００００ 

４２０００００ 

４２０００００ 

４２０００００ 

１００ ００ 

１００ ０ 

２３ １１ ２０ 

５００００００ 

５００００００ 

４３０００００ 

４３０００００ 

４３０００００ 

４３０００００ 

４９０００００ 

４９０００００ 

１００ ００ 

１００ ０ 

11 

８５０ 
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〔控除額計算明細書二面〕 

 
 

(注) ⑱欄の計算に当たっては、平成 23年 12 月 31 日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ご

とに区分し、その区分した居住年に係る住宅借入金等ごとに計算した控除額(当該金額に 100 円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。 

  

  43,000円 ＋ 42,000円 ＝ 85,000円 ≦ 500,000円(控除限度額) 

 ４，３００，０００ 

４，２００，０００ 

４３，０ 

４２，０ 


